
 

 

         
 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 募 集 概 要 ＊＊＊ 

 この補助金は、市内で新たに開業する方の経済的負担軽減を図るための制度です。募集期間

内に申請いただいた後、審査により交付の可否を決定します。 

○ 申請対象者 

交付申請時点において、次の要件を全て満たす方が対象となります。 

① 令和９年３月３１日までに市内で開業することができる方 

② 要綱で定められた業種を営んでいる方（詳細は募集案内・申請の手引きを参照） 

③ 補助申請時点において納付期限の到来した市税を完納している方 

④ 創業融資実行 1か月前までに、酒田市産業振興まちづくりセンターに創業に関する

事前相談を行った方 

※上記に関わらず対象外となる場合があります。（募集案内・申請の手引きを参照） 

 ○ 補助金額 

補助金額 ： 創業融資の完済までに係る利子相当額とし、限度額３０万円 

      ※主たる事務所を酒田市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域（都市

レベル）内に設置する開業の場合は、限度額５０万円 

※交付は同一対象者につき１回限り 

 

  ※創業融資とは、開業する者に対して、開業時に必要となる設備資金又は運転資金を金融

機関等が融資するもののうち、次のものをいう。 

ア 山形県商工業振興資金を利用するもののうち、開業と認められるもの 

イ 日本政策金融公庫が実施する融資のうち、新規開業ローンに該当するもの 

ウ 株式会社商工組合中央金庫が実施する融資のうち、創業、スタートアップ支援又は

新事業展開を目的とした融資（新事業育成資金を含む。） 

エ その他上記融資に該当しない場合でも、市内での開業に対する融資と認められるも

の 

 ○ 募集期間 

令和８年４月１日（水曜）から令和９年２月末日まで   

※予算上限に達した場合、その時点で受付を終了します。 

○ 申請書類 

下記までお問い合わせください。 

○ お問い合わせ先 

酒田市産業振興まちづくりセンター  

電話：０２３４－２６－６０６６（直通） 

またはメールフォーム（下記二次元コード）よりお問い合わせください。 

酒田市開業支援補助金 



 

酒田市開業支援補助金 

募集案内・申請の手引き 
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１．補助制度の目的 

市内で新たに開業する方の経済的負担軽減を図ることにより、本市内の商工業の振興に寄与

することが目的です。 

 

2．申請対象者 

交付申請時点において、次の要件を全て満たす方が対象となります。 

① 令和９年３月３１日までに開業することができる方 

⇒ 市外に在住されていても、市内で開業する方は対象となります。 

②下表の業種に該当する方 

平成25年10月改定の日本標準産業分類の大分類 

Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業 Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 

  （ただし、小分類「766バー、スナックバー、キャバレ

ー、ナイトクラブ」を除く） 

Ｄ 建設業 

Ｅ 製造業 Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業 

（ただし、小分類「803 競輪・競馬等の競走場、競技団」
と「806 遊戯場」を除く） 

Ｇ 情報通信業 

Ｈ 運輸業、郵便業 Ｏ 教育、学習支援業 

Ｉ 卸売業、小売業 Ｐ 医療、福祉のうち、小分類「835 療術業」 

Ｋ 不動産業、物品賃貸業 Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 

Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業 Ｔ 分類不能の産業 

② 市税を滞納していない方（納税状況を照会しますので、納税証明書の添付は不要です。） 

③ 酒田市産業振興まちづくりセンターへ事前相談を行った方 

 

  ◆ただし、下記の事業者については対象になりません。 

  (1)交付申請時に事業を営んでいる者（市外で事業を営んでいる者が市内で初めて開業する場

合を除く） 

※事業を営んでいる者とは次のいずれかに該当する者です。 

ア 確定申告や市民税申告において農業、漁業、製造業、卸売業、サービスその他事業等

から生じる事業所得がある者 

イ 取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者 

ウ 法人の代表者となっている者 

(2)公序良俗に反する事業又はそのおそれがある事業を行う者 

(3)公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行おうとする者 

(4)次の各号に該当する法人 

ア．社会福祉法人 

イ．医療法人 

ウ．特定非営利活動法人 

エ．一般社団・財団法人 

オ．公益社団・財団法人 

カ．学校法人 

キ．宗教法人 
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ク．農事組合法人 

ケ．農業法人 

コ．組合（農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等） 

サ．有限責任事業組合（ＬＬＰ） 

※ 農業法人（会社法の会社又は有限会社に限る。）は中小企業者ですが、業種要件で

対象になりません。 

(6)資本金の額又は出資の総額の全部又は一部を国又は地方公共団体が占める者 

(7)フランチャイズ（親業者が加盟店に対し商号や商標の使用とともに与える一定地域内

での独占的販売権）により開業する者 

 (8)上記のほか市長が適切でないと判断する者 

 (9)令和８年３月３１日以前に酒田市開業支援補助金の交付を受けた者。 

(10)平成３０年３月３１日以前に、酒田市中心市街地空き店舗等入居者支援助成、酒田市中

心市街地空き店舗等改装助成金、酒田市創業融資支援助成金、酒田市創業フォローア

ップ補助金のいずれかの交付を受けた者 

（11）令和８年３月３１日以前に市内で開業している事業者。ただし、令和８年３月３１日

以前に開業届を提出している場合であっても、金融機関からの融資実行や行政上の許認

可取得等、事業開始に向けた不可避な準備手続きによるものと認められ、かつ、実際の

融資実行日、並びに営業開始（売上の発生）が令和８年４月１日以降であることが証明

できる場合は、この限りではない（要相談）。 

 

3．補助金額  

補助金額 ： 創業融資の完済までに係る利子相当額とし、限度額３０万円 

      ※主たる事業所を酒田市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域（都市

レベル）内に置く場合は限度額５０万円 

※交付は同一対象者につき１回限り 

 

  ※創業融資とは、開業する者に対して、開業時に必要となる設備資金又は運転資金を金融

機関等が融資するもののうち、次のものとします。 

ア 山形県商工業振興資金を利用するもののうち、開業と認められるもの 

イ 日本政策金融公庫が実施する融資のうち、新規開業ローンに該当するもの 

ウ 株式会社商工組合中央金庫が実施する融資のうち、創業、スタートアップ支援又は

新事業展開を目的とした融資（新事業育成資金を含む。） 

エ その他上記融資に該当しない場合でも、酒田市内での開業に対する融資と認められる 

もの 

※ 補助金の額に１,０００円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとします。 

  ※ 交付申請時に、返済明細書等の利子相当額の算出に要した根拠資料を添付してください。 

 

４．事業期間 

   補助の対象となる事業の期間は、交付決定の日から令和９年３月３１日までです。 
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５．事前相談 

   創業融資実行の 1か月前までに、酒田市産業振興まちづくりセンターサンロクにて創業に 

関する事前相談が必要です。事前に電話または問い合わせフォームより連絡してください。 

相談については、創業に関する全般的な内容を承っております。その中で、創業に関する 

融資についても確認します。 

 

６．申請に必要な書類  

①交付申請書(様式第１号) 

②開業支援補助金事業計画書(様式第２号) 

③返済明細書等の利子相当額の算出に要した根拠資料 

※ 申請書類は、採択の可否に関わらず申請者に返却しません。申請にあたっては、申請前に

予め複写するなどして保管してください。 

 

７．申請（募集）期間 

令和８年４月１日から令和９年２月末日まで   

※予算上限に達した場合、その時点で受け付けを終了します。 

８．審査 

開業にあたっての業務内容や書類の不備等について審査します。 

 

９．交付決定 

審査を行った後に交付決定をします（書類不備等がある場合はこの限りではありません） 

 

１０．事業計画の変更  

交付決定を受けた後、補助金額の変更が２０パーセントを超えて減少する場合、酒田市補助金

等交付規則第８条に基づき、補助事業等変更申請書(規則様式第４号)により、承認を得てくださ

い。  

 

１１．実績報告書の提出  

事業が完了した際は、酒田市補助金等交付規則第１３条に基づき、補助事業等実績報告書(規則

様式第８号)を提出していただきます。  

実績報告書の提出期限は事業完了後３０日以内又は令和９年４月９日（金）のいずれか早い方

（４月になる場合は実績報告書の日付は令和９年３月３１日としてください。）となります。 

実績報告書の提出時の必要書類は以下のとおりです。 

① 補助事業等実績報告書(規則様式第８号)     

② 開業支援補助金事業実績書(様式第５号) 

③ 融資実行証明書(様式第６号)と金融機関等が発行する返済明細書等の利子相当額の算

出に要した根拠資料 

④ 税務署に提出した個人事業の開業届出又は内国普通法人等の設立の届出等、開業日が

分かる書類の写し 
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１２．補助金額の確定  

実績報告書の提出後、書類を精査し補助金額を確定します。 

補助金額の確定後、市から補助対象者あてに「補助金等交付額確定通知書」を送付します。 な

お、補助金の確定額は、交付決定額を上回ることはありません。 

 

１３．補助金の交付  

「補助金等交付額確定通知書」を受理した後、補助対象者から市に対し市指定の請求書を提出

していただきます。 

請求書受領後、市から補助対象者の指定口座に補助金を振り込みます。  

 

１４．補助事業の取消し・補助金の返還  

下記のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付決定し

た補助金については、補助金の全部又は一部を返還していただきます。  

①  虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。  

②  補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令もしくは補助金交付決定に基づ

く命令に違反したとき。  

③ 不作為等により事業が計画通り進捗していないと認められる場合。 

④ 上記のほか、市長が補助金の交付を行うことが不適当と認めたとき。 

１５．関係書類の保存  

補助金の交付を受けた方は、補助事業に係る関係書類及び帳簿書類一式を、交付年度終了後５

年間保存しなければなりません。 

 


